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１．開催趣旨    平成１７年に制定された「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」 

の施行により、高齢者支援の現場においては高齢者虐待の防止についての適切な対応や支援等の 

取組みが求められています。 

本研修会では、高齢者虐待・身体拘束の定義や法的根拠を理解し、施設や家庭での高齢者虐待 

を防止するために必要となる基礎的知識について学びます。 
 

２．主 催 者   社会福祉法人北海道社会福祉協議会 北海道高齢者虐待防止・相談支援センター 

 

３．開催形式   会場参集または動画配信（選択式） 

※動画配信では会場参集にて開催時の講義を収録して配信します。 

 

４．開催日時 

 

 

 

５．開催会場    ・講義①（施設編） 北海道第二水産ビル ８階  大会議室（札幌市中央区北３条西７丁目１） 

（※会場参集のみ）    ・講義①（在宅編） 北海道第二水産ビル ４階 ４Ｓ会議室（札幌市中央区北３条西７丁目１） 

・講義②（合 同） 北海道第二水産ビル ８階  大会議室（札幌市中央区北３条西７丁目１） 

 

６．参加対象    原則として、市町村、地域包括支援センター、介護保険施設、医療機関等に勤務する 

経験年数が概ね３年未満の職員 

※上記以外にも、高齢者虐待防止の推進に関心のある方も対象とします。 

 

７．参加定員    ２００名 

（※会場参集のみ）    ※会場参集については原則先着順とし、定員に達し次第締め切らせていただきます。 

※会場参集に同一事業所から複数名お申込みされる場合は、人数調整をお願いする可能性があ 

りますので予めご了承ください｡ 

 

８．参 加 費     

 

 

 

 

９.申込方法    インターネットによる申し込み（下記URLよりお申込願います） 

            https://www.shakyo-kensyu.jp/hokkaido/ 

 

１０．申込締切 

 

 

 

 

 

会場参集 
令和８年９月２日（水）１０：００～１５：１０ 

（受付開始９：１５～） 

動画配信 
令和８年１０月２日（金）～１１月２日（月） 

※期間内であれば何度でも視聴することができます。 

会場参集 １人あたり   ３，０００円（税込） ※事前振込 

動画配信 １事業所あたり ６，０００円（税込） ※事前振込 

 申込締切日 受講可否 参加費の支払方法 

会場参集 ８月３日(月) 
８月５日(水)までに 

振込先と併せてメールにて通知 
８月２１日(金)まで振込 

動画配信 ９月２日(水) 
９月４日（金）までに 

振込先と併せてメールにて通知 
９月２５日(金)まで振込 

令和８年度北海道高齢者虐待防止推進研修会 

【初任者編】開催要綱 
 

https://www.shakyo-kensyu.jp/hokkaido/
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１１．研修資料 

 

 

 

 

１２．プログラム 

会場参集 日程：令和８年９月２日（水）１０：００～１５：１０ 

時 間 内 容 

9:15～10:00 受付 

10:00～10:10 

(10分) 
開会・オリエンテーション（日程及び資料について説明） 

10:10～12:40 

(150分) 

○ 講義①及び演習（施設編） 

テーマ：「高齢者虐待を防止するための基本的理解」 

講 師：三井 弘巳 氏（社会福祉法人栄和会事務局長） 

 

講義では、高齢者虐待防止法について学び、高齢者虐待に当たる行為を確認して 

いくことで虐待について理解し、虐待に気づくスキルを身に付けます。 

また、演習では、施設におけるケアについて検討し、意見交換を行います。 

○ 講義①及び演習（在宅編） 

テーマ：「高齢者虐待を防止するための基本的理解」 

講 師：今井 敦 氏（社会福祉法人旭川三和会 

神楽・西神楽地域包括支援センターセンター長）  

 

   講義では、高齢者虐待防止法について学び、高齢者虐待に当たる行為を確認して 

いくことで虐待について理解し、虐待に気づくスキルを身に付けます。 

また、演習では、養護者による虐待に気づくにはどうしたらよいか検討し、意見 

交換を行います。 

12:40～13:40 

（60分) 
休憩 

13:40～15:10 

（90分) 

○ 講義②（合同） 

テーマ：「身体拘束廃止についての基本的理解」 

講 師：長屋 智美 氏（株式会社メディカルシャトー 

訪問看護リハビリステーション白ゆり中央統括所長）  

 

身体拘束防止に向けた基本的な考え方について学び、身体拘束をせずに行うケア 

について考えます。また、緊急やむを得ない場合とはどのようなときなのか、どの 

ような検討が必要なのかを確認します。 

・身体拘束とは（３つのロック） 

・身体拘束に該当する具体的な行為 

・身体拘束をせずに行うケア 

・緊急やむを得ない場合の３つの要件 

・緊急やむを得ない場合の手続き（どんな場合に、どんな検討、記録が必要か） 

15:10 閉会 

会場参集 研修当日に受付でお渡しいたします。 

動画配信 
「研修管理システム」内にＰＤＦ形式で掲載いたします。受講時に資料をご覧

になる際は、ダウンロードし、印刷等によりお手元にご用意ください。 
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１３．個人情報の取扱い・その他  

参加申込にあたりご提供いただきました個人情報は、本研修会の運営管理にのみ使用します。 

   なお、本センターでは研修終了後の修了証書は発行しておりませんので、ご了承願います。 

 

１４．お問い合わせ先 

  北海道高齢者虐待防止・相談支援センター 

（社会福祉法人 北海道社会福祉協議会 地域福祉部権利擁護課内） 

  所在地：060-0002 北海道札幌市中央区北2条西7丁目1番地 道民活動センター「かでる2.7」3階 

  ＴＥＬ：011-241-3978 

ＦＡＸ：011-251-6156 

e-mail：gyakutai_soudan@dosyakyo.or.jp 

 

 

北海道高齢者虐待防止・相談支援センターホームページ 

URL（研修会）              

https://gyakutai-soudan.net/workshop 
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